
はじめに 

 長野県では、『すべてのものの参加と連携の下、自然と人とが共生し、環境への負荷の少な

い持続的に発展することができる郷土』を築くため、平成８年３月に長野県環境基本条例を

制定し、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進しています。 

 環境基本条例では、環境影響評価について「県は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあ

る事業を行う事業者が、あらかじめ、当該事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、

予測及び評価を行い、その結果に基づき、当該事業に係る環境の保全について適正に配慮す

ることを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。 

 これを受けて、平成10年３月に長野県環境影響評価条例が制定され、本県の環境影響評価

制度は、条例に基づいて実施されることとなりました。 

 長野県の環境影響評価制度の体系は以下のとおりです。 

 

［長野県の環境影響評価制度の体系］ 

 

○ 長野県環境影響評価条例 

○ 長野県環境影響評価条例施行規則 

 

○ 長野県環境影響評価技術指針 

○ 長野県環境影響評価技術指針ﾏﾆｭｱﾙ 

 
 

 
・基本方針、対象とする環境要素 

・調査・予測・評価の手法、地域、期間 

・保全対策の検討、事後調査 等 

［技術的事項を規定］ 

 
・対象事業の種類、規模等 

・方法書、準備書、評価書の手続 

・長野県環境影響評価技術委員会の設置

［手続を規定］ 

環境影響評価制度とは？ 

 大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめ、環境に与える影響を事業者自

らが調査・予測・評価し、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くこ

とにより、環境に配慮した事業にしていくための制度です。 

 
調査 … 予測・評価を行うために、その地域の環境が現

在どのような状況にあるかなど、必要な情報を収

集するために調査を行います。 

 

予測 … 事業の実施が環境にどのような影響を与える

のか予測します。 

 

評価 … 環境に与える影響の有無、その程度をもとに評

価を行います。影響を低減するための保全対策も

併せて検討します。 

 

２



環境影響評価条例の対象事業 
区 分 第１種事業の要件 第２種事業の要件 

１ 道路の建設 ①自動車専用道路の新設すべて 
②自動車専用道路の改築１km 以上 
③一般国道、県道等（自動車専用道路を除く）

４車線以上かつ長さ 10km 以上 

①一般国道、県道等 
 ４車線以上かつ長さ 7.5km 以上 
②一般国道、県道、林道等 
 ２車線以上かつ森林の区域等の長さ 10km
以上 

２ ダムの建設 ◎貯水面積 50ha 以上 ◎森林の区域等の貯水面積 30ha 以上 

３ 鉄道の建設 ◎長さ 10km 以上 ◎長さ 7.5km 以上 

４ 飛行場の建設 ①陸上飛行場の設置すべて 
②陸上飛行場の滑走路の新設すべて 
③陸上飛行場の滑走路の延長 
 長さ 500m 以上 

 
 
◎陸上飛行場の滑走路の延長 
 長さ 375m 以上 

５ 工場又は事業場

の建設 
◎排出ガス量 10 万ｍ３/時以上又は 
排出水量 1 万ｍ３/日以上 ―――― 

６ 風力発電所の建

設 
◎定格出力１万 kw 以上 

―――― 

７ 廃棄物処理施設

の建設 
①ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設

 処理能力４ｔ/時以上 
②し尿処理施設 
 処理能力 250kl/日以上 
③一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物

最終処分場 
埋立面積５ha以上又は埋立容量25万ｍ３以上

―――― 

８ 下水道終末処理

場の建設 
◎敷地面積 15ha 以上 

―――― 

９ スポーツ又はレ

クリエーション

施設の建設 

◎ゴルフ場又はスキー場の設置 
敷地面積 50ha 以上 

①ゴルフ場又はスキー場の設置 
森林の区域等の敷地面積 30ha 以上 

②運動競技場、遊園地その他のスポーツ又

はレクリエーション施設の設置 
 森林の区域等の敷地面積 30ha 以上かつ

 土地の形質変更面積 10ha 以上 
10 土地区画整理事 

業 
◎施行面積 100ha 以上 ①施行面積 75ha 以上 

②森林等の区域等の施行面積 30ha 以上 
11 住宅団地の造成 ◎面積 20ha 以上 ―――― 

12 工業団地の造成 ◎面積 50ha 以上 ◎森林の区域等の面積 30ha 以上 

13 流通業務団地の

造成 
◎面積 20ha 以上 

―――― 

14 別荘団地の造成 ◎面積 50ha 以上 ◎森林の区域等の面積 30ha 以上 

15 土石の採取又は

鉱物の掘採 
◎面積 50ha 以上 ◎森林の区域等の面積 30ha 以上 

16 複合事業 ◎９～14の第１種事業の要件の面積比の

合計が１以上であるもの 
◎９～14 の第２種事業の要件の面積比の

合計が１以上であるもの 
第１種事業 …規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして、必ず 

環境影響評価の手続を実施する事業 
第２種事業 …第１種事業に準ずる規模を有する事業又は環境の保全上特に配慮が必要と認められ 

る地域において実施される事業であって、環境影響評価の手続を実施する必要があ 
るかどうかの判定を知事が行う事業 

３



環境影響評価制度の解説 

 

１ 方法書、準備書、評価書の手続 

方法書の手続は、環境影響評価の項目及び手法について、事業者が選定した内容を公開し、

住民や関係自治体などと情報の交流を進めることによって、必要に応じて見直しを行い、個々

の事業ごとに適切な項目及び手法を選定しようとする手続であり、環境影響評価の実施の方

向性を決定づける重要な段階です。 
また、この段階の検討は、事業の早い段階からの環境への配慮を促すためのものであり、

後の調査等の手戻りをなくす上でも重要です。 
 準備書の手続は、調査の結果をもとに、事業による環境に与える影響の予測と事業者自ら

実施する保全対策について、その内容が事業者自ら実行可能な範囲でベストを尽くしている

か評価を行い、それについての意見を聞くための手続です。 
評価書の手続は、準備書に対して寄せられた環境保全の見地からの意見を踏まえて、準備

書の内容を再検討し、必要な修正を行った後に公開を行う手続です。事業者はこの手続を終

えないうちに事業に着手することはできません。 
 

２ 対象とする環境要素 

環境影響評価を実施するに当たり、長野県環境影響評価技術指針では、次の 18 の環境要素

について検討を行うこととしています。 
○ 大気質      ○ 水象       ○ 生態系       

○ 騒音       ○ 土壌汚染     ○ 景観  

○ 振動       ○ 地盤沈下     ○ 触れ合い活動の場 

○ 低周波音     ○ 地形・地質    ○ 文化財  

○ 悪臭       ○ 植物       ○ 廃棄物等 

○ 水質       ○ 動物       ○ 温室効果ガス等 

※ 事業特性や地域特性を踏まえ、環境要素の追加又は削除も可能です。 
 

３ 保全対策（環境の保全のための措置） 

 保全対策とは、事業が環境に与える影響をできる限り緩和するために行う環境の保全のた

めの措置のことです。事業者は、調査、予測の結果を踏まえて、実行可能な保全対策を検討

します。 
この検討の考え方として、環境に対する影響緩和（ミティゲーション）があります。長野

県環境影響評価技術指針では、次のとおり、回避、最小化、修正、低減及び代償の順に検討

することとされています。 
 
 

６



環境に対する影響緩和（ミティゲーション） 

 ① 回避 …全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。 
 ② 最小化…実施規模又は程度を制限すること等により、影響を最小化する。 
 ③ 修正 …影響を受けた環境を修復、回復又は復元すること等により、影響を修正する。 
 ④ 低減 …継続的な保護又は維持活動を行うこと等により、影響を低減する。 
 ⑤ 代償 …代用的な資源若しくは環境で置き換えたり、又は提供すること等により、影響を代償する。

 

４ 評価書公告後の報告 

 環境影響評価は、事業の実施に先立って予測を行うという性質上、その予測結果は不確実

性を有しています。このため、事業者は、予測の不確実性の程度と環境影響の重大性に応じ

て、事後調査計画を策定し、事業の工事中及び供用後に事後調査を行い、結果を知事に報告

します。 
事後調査の結果、必要に応じて、事業者自ら保全対策や事業内容の見直しを行うだけでな

く、必要と認められる場合には、知事が事業者に新たな保全対策の実施を求めることができ

るように手続が定められています。 
 

５ 長野県環境影響評価技術委員会 

知事は、方法書及び準備書について、事業者に環境の保全の見地からの意見を述べます。 
 その際、知事は、科学的、専門的見地からの意見を十分に把握するために、長野県環境影

響評価技術委員会の意見を聴きます。 
この技術委員会は、大学教官などの学識経験者で構成されています。 

 
 

環境の保全の見地からの意見についてのお願い 

   環境影響評価を行っていく上で、地域の住民やその地域の調査研究を行っている研究

者の皆さんがお持ちの情報は非常に重要です。 

   事業が計画されている地域やその周辺の環境について、「あの辺りには、○○○の群生

地があるよ。」とか「冬になると△△△があの辺りで見られるようになるよ。」、「眺めの

良い場所が近くにあるよ。」などの具体的な情報をお寄せいただくことによって、環境保

全上重要な場所はどこなのか、どのような対象に配慮して事業を実施すればよいかとい

った検討を行う上で重要な情報を事業者と共有することができます。 

   環境影響評価の手続においては、方法書の段階と準備書の段階で、環境保全の見地か

らの意見を事業者に提出できることになっていますので、より環境に配慮した事業とす

るためにも、意見書の提出をお願いします。 

   また、事業者の詳細な調査が始まる前の方法書の段階からできるだけ具体的な環境情

報を提出いただくことにより、地域の特性をより反映した調査の実施が可能となります。 

                （意見書の提出期間については、４頁、５頁を御覧下さい） 
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